
明
治
大
正
期
府
県
続
計
史
料
の
法
制
と
県

ｏ
郡
統
計
書
の
実
際

は
じ
め
に

鹿
沼
市
史
の
編
纂
事
業
に
か
か
わ
つ
て
、
膨
大
な
旧
町
村
役
場
史
料
と
格
闘

す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
中
で
も
統
計
関
係
史
料
は
か
な
り
の
部
分
を
占
め

て
い
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
地
域
の
実
態
を
描
き
出
す
歴
史
資
料
と
し

て
活
用
で
き
る
か
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

統
計
資
料
を
駆
使
し
て
地
域
産
業
構
造
の
分
析
を
し
た
最
近
の
成
果
と
し
て

斎
藤
康
彦
氏
の

『地
方
産
業
の
展
開
と
地
域
編
成
」
（多
賀
出
版
、　
一
九
九
八

年
二
月
刊
）
が
あ
る
。
斎
藤
は
県
統
計
書

・
全
国
統
計
を
駆
使
し
て
山
梨
県
の

養
蚕

・
製
糸
を
中
核
と
す
る
地
域
産
業
を
、
地
域
産
業
の
資
金
需
要
を
賄

っ
た

金
融
機
関
の
分
析
、
地
方
財
閥
か
ら
中
央
財
閥

へ
発
展
し
て
い
っ
た
若
尾
財
閥

の
分
析
を
通
し
て
、
そ
の
構
造
を
克
明
に
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
地

域
の
実
態
分
析
を
し
た
だ
け
で
な
く
、
府
県
レ
ベ
ル
の
地
域
産
業
構
造
分
析
の

方
法
的
提
示
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
県

・
郡
レ
ベ
ル
で
の
地
域
の
特
質
を
描
き
出
す
氏
の
方
法
は
町
村

レ
ベ
ル
の
実
態
分
析
の
方
法
と
し
て
そ
の
ま
ま
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
が

扱

っ
て
い
る
、
栃
木
県
上
都
賀
郡
加
蘇
村

（現
鹿
沼
市
）
を
見
て
も
山
村
地
域
、

畑
作
地
域
、
水
田
地
帯
と
分
か
れ
て
お
り
、
県

・
郡
レ
ベ
ル
の
類
型
的
把
握
で

は
そ
の
町
村
の
特
質
を
描
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
は
町
村
域
の
産

業
分
析
は
単
に
経
済
的
特
質
ば
か
り
で
な
く
町
村
の
行
財
政
と
密
接
な
関
連
が

あ
り
、
そ
の
変
動
は
直
接
的
に
行
財
政
に
反
映
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

種
々
の
形
態
で
存
在
す
る
町
村
に
関
す
る
統
計
資
料
を
扱
う
に
は
、
先
ず
そ

の
法
制
的
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
残
念
な
が
ら
地
方
自
治
に
関

す
る
法
制
を
集
大
成
し
た

『近
代
日
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集
成
」
（全
五
冊
、

弘
文
堂
、
一
九
九

一
～
九
八
年
刊
）
に
は
統
計
関
係
の
法
制
は
除
か
れ
て
い
る
。

内

田

修

道

本
稿
は
町
村
の
社
会
経
済
的
特
質
を
分
析
す
る
前
提
と
し
て
町
村
に
実
在
す
る

統
計
資
料
の
法
制
的
根
拠
を
で
き
る
だ
け
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
中
央

法
令
を
町
村
と
の
関
連
に
注
意
し
な
が
ら
、
そ
の
歴
史
的
経
緯
―
農
商
務
省
が

設
置
さ
れ
た

一
人
八

一
年

（明
治

一
四
）
か
ら
農
商
務
省
が
商
工
省
と
農
林
省

に
分
割
さ
れ
た

一
九
二
五
年

（大
正

一
四
）
ま
で
―
に
即
し
て
概
観
し
、
そ
の

上
で
栃
木
県
統
計
書
と
上
都
賀
郡
統
計
書
に
ど
の
よ
う
な
町
村
デ
ー
タ
が
あ
る

の
か
明
ら
か
に
し
た
い
。

一　
社
会
経
済
統
計
に
関
す
る
中
央
法
制
の
推
移

―
二
八
八

一
年
か
ら

一
九
二
五
年
―

ま
ず
、　
一
八
八

一
年
か
ら

一
九
二
五
年
ま
で
の
中
央
法
制
の
年
次
的

一
覧
を

掲
げ
、
産
業
統
計

・
人
口
統
計

・
内
務
省
統
計
の
特
徴
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

一
人
八

一
年

（明
治

一
四
）
六
月
二
八
日
　
農
商
務
省
達
乙
第
六
号

府
県
勧
業
事
務
条
項
中

「農
商
エ
ニ
係
ル
洛
統
計
及
通
信
二
関
ス
ル
事
」

一
八
八
四
年

（明
治

一
七
）
九
月
三
日
　
内
務
省
達
乙
第
三
六
号

府
県
統
計
書
様
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

・

一
八
八
五
年

（明
治

一
人
）
　

内
閣
達
八
三
号

統
計
院
ヲ
廃
シ
統
計
局
ヲ
置
キ
官
制
ヲ
定
ム

一
八
八
六
年

（明
治

一
九
）
三
月
五
日
　
農
商
務
省
令
第

一
号

農
商
務
通
信
事
項
様
式
別
冊
之
通
相
定
ム

一
人
八
八
年

（明
治
二

一
）

一
〇
月
　
内
務
省
訓
令
第
二
〇
号

内
務
報
告
例

一
八
八
九
年

（明
治
三
二
）
四
月

一
七
日
　
農
商
務
省
訓
令
第
二
六
号
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明
治

一
九
年
三
月
省
令
第

一
号
農
商
務
通
信
事
項
様
式
中
、
概
況
報
告
部

ヲ
廃
シ
統
計
部
別
冊
ノ
通
改
定
ス
。
但
シ
別
冊
ハ
総
務
局
報
告
課
ョ
リ
送

付
ス

（別
冊
略
ス
）

一
人
九
ｏ
年

（明
治
二
三
）
八
月
二
三
日
　
内
務
省
訓
令
第
三
〇
号

内
務
報
告
例
改
定

一
人
九
四
年

（明
治
二
七
）
三
月
三
〇
日
　
農
商
務
省
訓
令
第
二
八
号

農
商
務
省
訓
令
第
二
六
号
農
商
務
通
信
事
項
中
綿
糸
産
額
及
商
買
種
別
諸

市
場
調
報
告
期
改
正

同
年
五
月
三
日
　
農
商
務
省
訓
令
第

一
七
号

農
商
務
省
統
計
報
告
規
程

（第
四
条
第
五
条
市
町
村
統
計
調
査
委
員
）

一
人
九
八
年

（明
治
三

一
）

一
一
月
七
日
内
閣
訓
令
第

一
号

人
口
統
計
材
料
統
計
表
取
扱
手
続

人
口
統
計
二
関
ス
ル
左
記
甲
号
乙
号
二
依
り
統
計
表
及
ヒ
統
計
小
票
ヲ
以

テ
内
閣
統
計
局
へ
進
達
相
成

ヘ
シ

本
年
七
月
十
三
日
付
令
第
四
号
ヲ
以
テ
人
口
統
計
二
関
ス
ル
材
料

ハ
内
務

報
告
例
二
準
拠
可
相
成
旨
及
訓
令
置
候
処
、
右
報
告
例
準
拠
ノ
儀
ハ
自
今

之
ヲ
廃
止
ス

一
人
九
八
年

（明
治
三

一
）
七
月
四
日
　
農
商
務
省
訓
令
第
三
四
号

農
商
務
省
統
計
様
式
左
ノ
通
り
改
正
ス

一
九
ｏ
二
年

（明
治
三
五
）
二
月
二
七
日
　
農
商
務
省
令
第
二
六
号

農
会

二
於
テ
農
事

二
関
ス
ル
事
項
調
査
ノ
件
左
ノ
通
相
定
ム
　
第

一
条
農

会
ハ
毎
年
其
ノ
区
域
内
二
於
ケ
ル
左
ノ
事
項
ヲ
調
査
シ
地
方
長
官
二
於
テ

告
示
ス
ル
様
式
二
依
り
報
告
書
ヲ
作
成
ス
ヘ
シ

同
年

一
二
月

一
日
　
法
律
第
四
九
号

国
勢
調
査
二
関
ス
ル
法
律

（議
員
立
法
）

一
九
〇
三
年

（明
治
三
六
）
農
商
務
省
訓
令
第

一
五
号

明
治
二
七
年
五
月
訓
令

一
七
号
農
商
務
統
計
報
告
規
程
中
改
正

（米
麦
予

想
収
穫
高

・
養
蚕
）

一
九
〇
四
年

（明
治
三
七
）
九
月
三
〇
日
　
農
商
務
省
訓
令
第

一
一
号

明
治
三
二
年
七
月
農
商
務
省
訓
令
第
三
四
号
農
商
務
統
計
様
式
改
正

一
九
〇
五
年

（明
治
三
八
年
）
二
月
二
六
日
　
法
律
第

一
三
号

国
勢
調
査

二
関
ス
ル
法
律
改
正

一
九
〇
九
年

（明
治
四
三
）

一
一
月
二
五
日
　
農
商
務
省
令
第
五
九
号

工
場
統
計
報
告
規
則

一
九

一
七
年

（大
正
六
）
七
月
二
三
日
　
農
商
務
省
訓
令
第
五
号

明
治
二
七
年
五
月
訓
令

一
七
号
農
商
務
統
計
報
告
規
程
中
改
正

一
九

一
八
年

（大
正
七
）
六
月

一
五
日
　
内
閣
訓
令
第
二
号

明
治
三

一
年
人
口
統
計
材
料
統
計
表
取
扱
手
続
中
改
正

同
年
七
月

　

「国
勢
調
査
二
関
ス
ル
建
議
案
」
衆
議
院
で
可
決
。

同
年
九
月
二
五
日
　
勅
令
第
三
五
八
号
　
国
勢
調
査
施
行
令

一
九

一
九
年

（大
正
八
）

農
商
務
省
令
第
三
人
号

明
治
四
二
年
農
商
務
省
令
第
五
九
号
工
場
統
計
報
告
規
則
中
改
正

（工
場

菫
パ
）

一
九
二

一
年

（大
正

一
〇
）
六
月
二
八
日
　
農
商
務
省
令
第

一
九
号

農
商
務
統
計
報
告
規
則

（第

一
条
市
町
村
長
ハ
別
記
農
商
務
統
計
様
式
ニ

掲
ク
ル
事
項
ヲ
調
査
シ
各
其
ノ
様
式

二
依
り
地
方
長
官
二
報
告
ス
ヘ
シ
）

同
年

一
二
月
二
八
日
　
農
商
務
省
令
第
四
三
号

工
場
統
計
報
告
規
則
中
改
正

「第

一
条
左
二
掲
ク
ル
エ
場
主

ハ
市
町
村
長

ノ
配
布
ス
ル
別
記
様
式
ノ
エ
場
票

二
毎
年

一
二
月
三

一
日
現
在
二
依
り
調

査
記
入
シ
翌
年

一
月

一
五
日
迄
二
工
場
所
在
地
ノ
市
町
村
長
二
報
告
ス
ヘ

シ
、
（第
二
条
市
町
村
長
↓
地
方
長
官
）

一
九
二
二
年

（大
正
十

一
）
四
月

一
九
日
　
法
律
五

一
号

国
勢
調
査
二
関
ス
ル
法
律
改
正

一
九
二
三
年

（大
正

一
二
）
五
月

一
二
日
　
勅
令
第
二
六
六
号

労
働
統
計
実
地
調
査
令

一
九
二
五
年

（大
正

一
四
）

一
〇
月
二
八
日
　
農
林
省
令
第
二
五
号

農
林
省
統
計
報
告
規
則

同
年
同
月
同
日
　
商
工
省
令
第

一
一
号

商
工
省
統
計
報
告
規
則
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（イ
）
産
業
統
計

産
業
統
計
は

一
八
八
四
年

（明
治

一
九
）
農
商
務
省
令
と
し
て
農
商
務
通
信

事
項
様
式
が
定
め
ら
れ
た
が
、　
一
人
八
九

（明
治
三
二
）
の
改
正
で
は
訓
令
に

格
下
げ
さ
れ
て
い
る
。

一
八
九
四
年

（明
治
二
七
）
に
い
た
り
統
計
の
様
式
が
改
定
さ
れ
、
報
告
規

程
が
設
置
さ
れ
、
第
四
条
に
市
町
村
統
計
調
査
委
員
の
規
程
が
も
う
け
ら
れ
た
。

第
四
条
で
地
方
長
官
は
市
町
村
吏
員
を
農
商
務
統
計
の
調
整
に
従
事
さ
せ
る
と

き
は
郡
市
町
村
な
ど
適
宜
の
区
画
に
よ
り
若
千
の
統
計
調
査
委
員
を
も
う
け
て

事
務
の
補
助
を
さ
せ
る
こ
と
。
第
五
条
で
は
統
計
調
査
委
員
の
資
格
と
し
て
そ

の
地
方
の
地
位
名
望
を
有
し
、
実
業
の
状
況
に
精
通
し
、
且
つ
統
計
調
査
に
適

す
る
も
の
と
規
定
し
た
。
さ
ら
に
第
六
条
で
統
計
調
査
委
員
の
事
務
内
容
を
具

体
的
に
規
定
し
た
。
九
四
年
の
改
正
で
指
定
さ
れ
た
統
計
項
目
は
次
の
よ
う
な

三
ｏ
項
目
で
あ
る
。

１
米
　
２
麦
　
３
食
用
及
徳
用
農
産
物
　
４
桑
畑
茶
畑
反
別
　
５
牛
馬

６
牛
馬
羊
豚
屠
殺
　
７
蚕
糸
真
綿
及
蚕
卵
紙
　
８
春
蚕
　
９
夏
秋
蚕

１０
茶
　
ｎ
砂
糖
　
１２
漆
汁
　
１３
織
物
　
１４
陶
磁
器
　
１５
漆
器
　
１６
青
銅

器
銅
器
　
１７
摺
附
木
　
１８
和
紙
　
１９
畳
表
呉
坐
類
　
２０
菜
種
油
及
生
蝋

２１
会
社
票
　
２２
工
場
票
　
２３
賃
銭
　
２４
物
価
　
２５
新
造
漁
船
　
２６
廃
用

漁
船
　
２７
難
破
漁
船
　
２８
新
製
漁
網
　
２９
漁
獲
物
　
３０
水
産
製
造
物

そ
の
後

一
人
九
八
年

（明
治
三

一
）
の
改
正
を

へ
て

一
九
〇
三
年

（明
治
三

六
）
の
追
加
改
正
で
は
米
麦

・
養
蚕
の
予
想
収
穫
高
が
加
え
ら
れ
た
。　
一
九
〇

四
年

（明
治
三
七
）
の
改
正
で
は
次
の
よ
う
な
六
六
項
目
に
脹
れ
あ
が
つ
た
。

１
米
　
２
麦
　
３
食
用
及
徳
用
農
産
物
　
４
果
実
　
５
桑
畑
茶
畑
　
６
春

蚕
　
７
夏
蚕
　
８
秋
蚕
　
９
蚕
糸
類
及
真
綿
　
１０
茶
　
Ｈ
家
畜
　
１２
家
禽

１３
牛
乳
　
１４
家
畜
市
場
　
１５
屠
殺
　
１６
会
社
　
１７
綿
糸
（絹
糸
）
（麻
糸
）紡

績
ノ

一
・
二
　
１８
織
物
ノ

一
。
三

二
二
　
１９
莫
大
小
　
２０
陶
磁
器
　
２１
煉

瓦
及
瓦
　
２２
漆
器
　
２３
畳
表
呉
産
及
莞
筵
　
２４
工
業
用
薬
品
　
２５
漆
液

２６
油
類
　
２７
木
蝋
　
２８
製
藍
　
２９
薄
荷
　
３０
石
鹸
　
３１
和
紙
　
３２
西
洋
紙

ノ

一
・
二
　
３３
機
械
製
麦
粉
　
譴
寒
天
　
３５
缶
詰
　
３６
燐
寸
　
３７
製
革

３８
人
造
肥
料
　
３９
麦
拝
及
経
木
真
田
　
４０
時
計
　
４１
破
璃
製
品
　
２
刷
子

４３
釦
　
“
工
産
物
雑
類
　
４５
工
場
　
“
石
炭
消
費
高
　
４７
漁
船
　
４８
難
破

漁
船
　
４９
漁
獲
物
　
５０
水
産
製
造
物
　
５１
塩
　
ワ
水
産
養
殖
　
”
遠
洋
漁

業
ノ

一
。
二
　
５５
公
有
社
寺
私
有
林
野
所
有
別
　
％
保
安
林
箇
所
面
積
種

類
別
ノ

一
・
一
一　
５７
公
有
社
寺
私
有
林
野
所
有
別
　
５８
保
安
林
箇
所
面
積

種
類
別
ノ

一
。
二
　
５９
公
有
社
寺
私
有
林
開
墾
　
６０
公
有
社
寺
私
有
林
被

害
　
６１
公
有
社
寺
私
有
林
植
裁
　
６２
公
有
社
寺
私
有
林
伐
採
ノ

一
・
二

６３
林
産
物
雑
類
　
“
織
物
指
定
特
別
調
査
　
６５
染
物
指
定
特
別
調
査

６６
精
製
糖
指
定
特
別
調
査
ノ

一
・
二

一
九
二

一
年

（大
正

一
〇
）
の
改
正
は
画
期
的
で
あ

つ
た
。
そ
れ
ま
で
訓
令

で
あ

っ
た
統
計
報
告
規
程
を
省
令
に
昇
格
さ
せ
、
そ
れ
ま
で
第

一
条
に
地
方
長

官
の
責
務
と
し
て
規
程
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
第

一
条
で
市
町
村
長
は
別
記
農

商
務
統
計
様
式
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
し
、
各
そ
の
様
式
に
よ
り
地
方
長
官
に

報
告
す
べ
し
と
規
定
し
た
。
市
町
村
長
は
統
計
報
告
の
第

一
次
責
任
者
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
第
三
条
で
は
市
町
村
長
は
統
計
調
査
に
あ
た
っ

て
調
査
区
を
設
定
し
、
調
査
員
を
置
く
こ
と
を
義
務
づ
け
た
。
そ
し
て
九
五
項

目
に
わ
た
る
統
計
調
査
項
目
を
定
め
た
。

以
上
見
て
き
た
農
商
務
統
計
報
告
と
は
別
に

一
九
〇
九
年

（明
治
四
二
）
省

令
と
し
て
工
場
統
計
報
告
規
則
が
設
け
ら
れ
た
。
従
業
員
を

一
日
平
均
五
人
以

上
使
用
す
る
工
場
主
は
工
場
票
を
所
轄
地
方
長
官

へ
提
出
す
る
こ
と
を
義
務
づ

け
た
。

こ
う
し
た
二
系
統
に
形
成
さ
れ
た
産
業
統
計
は

一
九
二
五
年

（大
正

一
四
）

農
商
務
省
が
農
林
省
と
商
工
省
と
に
分
割
さ
れ
る
と
同
時
に
農
林
省
統
計
報
告

規
則
、
商
工
省
統
計
報
告
規
則
が
設
け
ら
れ
た
。
（１
）

（
口
）
人
口
統
計

町
村
の
人
口
統
計
は
そ
の
社
会
経
済
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
必
須
の
史
料
で

あ
る
。
人
口
統
計
は
内
務
省
の
固
有
な
事
務
と
し
て
同
省
が
管
轄
す
る
府
県
統

計
書
に
集
約
さ
れ
て
い
た
。
人
口
統
計
を
内
閣
府
の
固
有
の
事
務
と
し
て
自
覚

し
、
法
制
化
さ
れ
る
の
は
か
な
り
遅
い
。　
一
八
九
六
年

（明
治
二
九
）
貴
族
院

に
お
い
て

「国
勢
調
査

二
関
ス
ル
建
議
」
、
衆
議
院
に
お
い
て

「国
勢
調
査
執
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行
建
議
」
が
可
決
さ
れ
た
。
調
査
実
施
に
至
ら
な
か

っ
た
が
、
こ
う
し
た
動
向

に
促
さ
れ
て
か
、　
一
八
九
八
年

（明
治
三

一
）

一
一
月
七
日
内
閣
訓
令
第

一
号

「人
口
統
計
材
料
統
計
表
取
扱
手
続
」
を
府
県
に
通
達
し
た
。
こ
の
時
そ
れ
ま

で
の
内
務
報
告
例
準
拠
を
廃
上
し
、
固
有
の
様
式
を
指
定
し
た
の
で
あ
る
。　
一

九
〇
二
年

（明
治
三
五
）
に
至

っ
て

「国
勢
調
査
二
関
ス
ル
法
律
」
が
議
員
立

法
で
成
立
し
た
。
し
か
し
、
第

一
回
の
実
施
時
期
を

一
九
〇
五
年

（明
治
三
人
）

と
し
た
た
め
、
日
露
戦
争
中
実
施
で
き
ず
、
第
二
回
は

一
九

一
五
年

（大
正
四
）

が
実
施
年
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
も
第

一
次
世
界
大
戦
に
日
本
が
参
戦
し
た
た
め

実
施
不
能
と
な
っ
た
。　
一
九

一
七
年

（大
正
六
）
七
月
衆
議
院
に
お
い
て

「国

勢
調
査
二
関
す
る
建
議
案
」
が
可
決
さ
れ
、
翌

一
八
年
二
月
第

一
回
の
国
勢
調

査
費
を
含
む
予
算
が
成
立
し
た
。
同
年
九
月
二
五
日
勅
令
三
五
八
号

「国
勢
調

査
施
行
令
」
が
公
布
さ
れ
、
第

一
回
の
調
査
が

一
九
二
〇
年

（大
正
九
）
と
決

定
し
た

（２
）。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
収
集
さ
れ
る
人
口
統
計
項
目
は

「氏
名

。
世
帯
二
於
ケ
ル

地
位

・
男
女
ノ
別

。
出
生
ノ
年
月
日

・
配
偶
ノ
関
係

・
職
業
及
職
業
上
地
位

・

地
位
民
籍
別
又
ハ
国
籍
別
」
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
内
務
省

の
統
計
で
は
家
族
を

「
戸
」
を
単
位
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
「世

帯
」
と
い
う
概
念
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
正
期

に
は
従
来
の
人
口
統
計
は
そ
の
ま
ま
併
存
し
て
お
り
、
双
方
の
デ
ー
タ
ー
が
混

在
し
て
い
る
。

二
　
栃
木
県
統
計
書

・
上
部
賀
郡
統
計
書
の
実
際

一
八
八
四
年

（明
治

一
七
）
九
月
三
日
内
務
省
達
乙
第
二
六
号
で
府
県
統
計

書
様
式
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
本
来
府
県
に
は
通
年
で
統
計
書
が
あ
る

は
ず
で
あ
る
が
、
栃
木
県
の
場
合
そ
の
残
存
状
況
は
極
め
て
悪
い
。
し
か
も
県

公
報
も
保
存
が
悪
く
、
県
段
階
の
法
制
を
見
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
な
状
況
で

あ
る
。
現
在
、
閲
覧
可
能
な
栃
木
県
統
計
書
は
明
治
二

一
。
三
二

（上
の
み
）
・

二
三

・
二
四

。
二
五

。
四
四
、
大
正

一
～
三

・
八

・
九

・
一
一
～

三
二
・
一
五
、

昭
和
六

・
七
の
各
年
度
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
を
補
う
位
置
に
あ
る
の
が
上
都
賀

郡
統
計
書
で
あ
る
が
、
郡
統
計
書
を
検
討
す
る
前
に
、
県
統
計
書
に
記
載
事
項

中
町
村
に
関
係
す
る
情
報
に
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ

う
。明

治
二

一
。
三
二

・
二
三

・
二
四
の
各
年
度
は
二
四
綱
二
四
二
日
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
が
、
社
会
経
済
に
関
す
る
町
村
の
情
報
を
見
て
行
く
事
に
す
る
。

戸
数
人
口
の
綱

　

「第
二

一　
郡
内
ノ
戸
数
建
物
」
（戸
数
―
戸
数

。
平
均

一

戸
ノ
人
員
、
建
物
―
総
数

・
官
庁

・
寺
社

・
学
校

。
民
家

・
厩
囲
倉
庫

・
其

他
）
、
「第
二
二

郡
内
人
員
」
（現
住

・
本
籍
）
、
「第
二
三

本
郡
人
員
族
籍
」
、

「第
二
九

出
入
寄
留
」
で
は
各
郡
以
外
字
都
宮

・
鹿
沼
な
ど
主
要
な
市
街
地
人

か
所
が
別
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

林
業
の
綱

　

「第
七
二
　
木
材
の
相
場
」
で
は
宇
都
宮
、
鹿
沼
な
ど

一
一
の

宿
町
村
の
相
場
が
記
さ
れ
て
い
る
。

牧
畜
の
綱

　

「第
五
九

馬
市
場
ノ
売
買
頭
数
及
金
高
」
、
「第
六
〇

馬
ノ
相

場
」
で
は
各
市
場
ご
と
、
ま
た
、
「第
六
六

屠
殺
ノ
牛
豚
及
馬
」
で
は
居
場
の

所
在
地
と
頭
数
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

工
場
及
製
造
の
綱

　

「第
八
二
　
工
場
」
で
は
製
品
別
に
個
別
企
業
が
記
載

さ
れ
、
各
企
業
ご
と
に
場
所

・
動
力
の
種
類

・
職
工
延
人
員

・
資
本
金

。
経
費

金

・
収
入
金
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
「第
八
三

工
場
ノ
製
品
及
代
価
」
で
は
製

品
の
種
類
別
に
個
別
企
業
が
記
載
さ
れ
、
各
製
品
高
と
代
価
が
明
治

一
七
年
か

ら
二

一
年
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
。
「第
八
五

酒
類
ノ
醸
造
」
で
は
醸
造
石
高
と

醸
造
人
員
が
郡
別
の
他
郡
以
外
字
都
宮

・
鹿
沼
な
ど
主
要
な
市
街
地
八
か
所
が

別
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

貨
幣
ノ
融
通
の
綱

　

「第

一
〇
九

銀
行
」
で
は
県
内
に
本
店
を
置
く
銀
行

名

・
所
在
地

・
創
立
年
月
日

・
支
店
数

・
株
金

・
流
通
紙
幣

・
創
業
以
来
の
積

立
金
が
、
「第

一
一
〇

銀
行
ノ
株
主
及
株
金
」
で
は
第

一
〇
九
に
記
さ
れ
て
い

る
各
銀
行
の
株
主
人
員

・
株
券
金
高
を
郡
別
の
他
宇
都
宮
鹿
沼
他
主
要
八
か
所

の
市
街
地
が
別
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「第

一
一
一
一　
銀
行
ノ
預
金
貸
附
金
」
「第

一
三
二

銀
行
ノ
為
換
金
」
「第

一
一
四

銀
行
ノ
諸
手
形
」
で
は
、
県
内
に
本

店
の
あ
る
銀
行
の
他
、
県
外
に
本
店
の
あ
る
支
店
別
に
、
預
金

・
貸
付
金
、
振

出

・
受
込
、
割
引
手
形

・
荷
為
換

・
代
金
取
立
手
形
の
各
額
が
記
載
さ
れ
て
い
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る
。
「第

一
一
五

質
屋
ノ
貸
金
」
で
は
店
数

・
貸
出
受
戻
高
と
口
数
が
、
又
、

「第

一
一
六

銀
行
及
質
屋
ノ
金
利
歩
合
」
で
は
郡
別
の
他
、
字
都
宮
鹿
沼
他
主

要
八
か
所
の
市
街
地
が
別
に
記
さ
れ
て
い
る
。

賃
銭
及
物
価
の
綱

　

「第

一
一
九

市
街
職
人
及
雇
人
ノ
賃
銭
」
で
は
大

工

・
左
官

・
石
屋

・
瓦
屋
根
葺

・
板
屋
根
葺

・
畳
刺
な
ど
の
賃
銭
が
宇
都
宮
鹿

沼
他
主
要
八
か
所
の
市
街
地
別
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「第

一
二

一　
重
ナ
ル
物
品

ノ
相
場
」
で
は
宇
都
宮
、
鹿
沼
な
ど

一
〇
の
宿
町
村
別
に
米

・
麦

。
大
小
豆

・

醤
油

・
酒

・
味
噌
、
産
麻
、
炭
、
材
木
な
ど
の
年
平
均

。
最
高

・
最
低
の
相
場

が
記
さ
れ
て
い
る
。
「第

一
三
二

日
用
品
ノ
平
均
相
場
」
で
は
宇
都
宮
、
鹿
沼

な
ど

一
一
の
宿
町
村
の
別
に
日
用
品
で
あ
る
精
米

・
麦

・
酒

・
味
噌

・
塩

。
種

油

・
薪

・
炭
に
つ
い
て
明
治

一
九
年
か
ら
二
三
年
ま
で
の
平
均
相
場
が
記
さ
れ

て
い
る

（以
上
二

一
。
三
二
年
度
版
）
。

交
通
の
綱

　

「第

一
二
六

諸
車
」
で
は
馬
車

・
人
力
車

。
荷
車
に
つ
い
て
、

又
、
「第

一
二
人

通
運
其
他
運
送
諸
会
社
」
で
は
本
社
分
社
取
次
所

・
発
荷

。

着
荷
つ
い
て
、
各
郡
別
の
他
、
宇
都
宮
鹿
沼
他
主
要
八
か
所
の
市
街
地
別
に
記

さ
れ
て
い
る
。

貯
蓄
の
綱

　

「
第

一
三
六

駅
逓
局
貯
金
」
で
は
、
局
所
数

・
金
額

・
度

数

・
人
員
に
つ
い
て
ｒ
各
郡
別
の
他
、
宇
都
宮
鹿
沼
他
主
要
八
か
所
の
市
街
地

が
別
に
記
さ
れ
て
い
る
。

県
庁
及
町
村
歳
入
出
の
綱

　

「第
二
二

一　
町
村
費
収
入
ノ
郡
別
」
、
「第
二

二
三

町
村
費
支
出
ノ
郡
別
」
で
は
、
各
郡
の
他
、
宇
都
宮
鹿
沼
他
主
要
八
か

所
の
市
街
地
が
別
に
記
さ
れ
て
い
る
。

明
治
二
五
年
度
版
の
で
は
二
五
綱
二
三
二
日
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
町

村
の
社
会
経
済
情
報
に
関
す
る
内
容
的
変
更
は
人
口
統
計
に
つ
い
て
で
で
あ

る
。戸

数
及
人
口
の
項
　
一
一
一
。
三
二
年
度
版
の
第
二

一
、
第
二
二
が
変
更
さ
れ
、

「第

一
八

郡
内
ノ
戸
数
人
員
」
と
な
り
、
本
籍
人
員

（男
女
別
）

。
現
住
人
員

戸
数
な
ど
が
各
郡
別
の
他
、
宇
都
宮
鹿
沼
な
ど
主
要
市
街
地
八
所
が
別
に
記
さ

れ
て
い
る
。

明
治
四
四
年
度
版
で
は
第

一
編
人
口

・
雑
、
第
二
編
学
事
、
第
二
編
勧
業
、

第
四
編
警
察

・
衛
生
の
四
編
構
成
に
な

っ
て
い
る
、
以
下
踏
襲
さ
れ
て
い
る
目

を
除
い
た
項
目
を
摘
記
し
て
行
く
。

第
三
編
で
は
個
別
企
業
の
所
在
や
営
業
内
容

。
人
員
な
ど
が
以
前
よ
り
も
詳

細
に
な

っ
て
い
る
。
林
業
及
鉱
業
の
部
に

「第

一
六
六

試
掘
鉱
山
名
称
」
に

は
鉱
種

・
鉱
区
位
置

・
坪
数

・
鉱
業
人
の
住
所
氏
名

・
許
可
年
月
日
が
記
さ
れ

て
い
る
。
工
業
の
部
の

「
二
五
八

工
場
」
（其

一
）
か
ら

「第
二
六

一
」
（其

四
）
で
は
工
場
名

・
所
在
地

・
持
主
名

・
創
業
年
月

・
製
品
種
別

。
一
ヶ
年
間

就
業
時
間

。
一
日
就
業
時
間
が
、
「第
二
六
二
」
（其
五
）
か
ら

「第
二
六
五
」

（其
八
）
で
は
各
工
場
別
に
汽
機

。
瓦
斯
発
動
機

・
石
油
発
動
機

。
西
洋
式
水

車

（タ
ー
ビ
ン
式
水
車

。
ベ
ル
ト
ン
式
水
車
）

。
日
本
型
水
車

。
発
動
機

・
電

動
機

・
其
他

・
石
炭
消
費
高
が
、
「第
二
六
六
」
（其
九
）
か
ら

「第
二
六
九
」

（其

一
二
）
で
は
各
工
場
別
に
職
工
及
徒
弟
人
員

（男
女
別
）

・
同
賃
銭

（男

女
別
）

・
労
働
人
夫
員
数
が
、
「第
二
六
九
」
（其

一
三
）
か
ら

「第
二
七
二
」

（其

一
五
）
で
は
各
工
場
別
に
製
品
種
類

。
生
産
高

（数
量

。
価
額
）
が
記
さ

れ
て
い
る
。

つ
い
で

「第
二
人
〇
　
小
工
場

（職
工
十
人
未
満
）」
（其

一
）
か
ら

「第
二

九

一
」
（其

一
二
）
で
は
工
場
名

・
所
在
地

・
持
主
名

・
創
業
年
月

・
主
要
製

品

。
一
ヶ
年
就
業
日
数

・
職
工
及
徒
弟
人
員

・
労
働
人
夫
人
員

・
原
動
機
が
記

載
さ
れ
て
い
る
。

商
業
の
部
、
「第
三
〇
三

銀
行
貯
蓄
利
子
細
別
」
で
は
県
内
各
銀
行
の
利
子

の
最
高
と
最
低
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「第
三
〇
九

銀
行
支
店
出
張
所
代
理
店
所

在
地
別
」
（其

一
）
か
ら

「第
二

一
二
」
（其
四
）
で
は
所
在
地

・
開
始
年
月

。

営
業

・
本
店
所
在
地
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「第
三

〓
ハ
銀
行
純
益
欠
損
配
当
金

各
銀
行
別
」
（其

一
）
か
ら

「第
三

一
七
」
（其
二
）
で
は
純
益
金
又

ハ
欠
損

金

・
利
益
配
当
金
又
ハ
行
主
所
得
金

・
払
込
資
本
金
百
円
二
付
利
益
又
ハ
損
失

割
合

・
払
込
資
本
金
百
円
二
付
利
益
所
得
割
合
の
各
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
「第
三
二
四

普
通
銀
行
及
貯
蓄
銀
行
入
金
出
金
各
銀
行
別
」
（其

一
）
か

ら

「
三
二
五
」
（其
二
）
で
は
営
業
日
数
と
と
も
に
上
下
各
期
の
入

。
出
金
高

が
記
さ
れ
て
い
る
。
「第
三
二
六

普
通
銀
行
及
貯
蓄
銀
行
総
預
り
金
銀
行
別
」

（其

一
）
か
ら

「第
三
二
七
」
（其
二
）
で
は
上
下
各
期
の
預
か
り
金
高
と
残
高
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と
と
も
に
総
預
か
り
金
高
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
各
銀
行
別
の
営
業
内
容
を

示
す
統
計
表
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
「
三
二
人

普
通
銀
行
及
貯
蓄
銀
行

官
公
金
預
り
金
各
銀
行
別
」
（其

一
）
か
ら

「
三
三
〇
」
（其
二
）
、
「第
三
〓
〓

普
通
銀
行
及
貯
蓄
銀
行
当
座
預
り
金
各
銀
行
別
」
（其

一
）
か
ら

「第
三
三
二
」

（其
二
）
、
「普
通
銀
行
及
貯
蓄
銀
行
雑
預
り
金
各
銀
行
別
」
（其

一
）
か
ら

「第

三
三
四
」
（其
二
）
、
「第
三
三
五

普
通
銀
行
及
貯
蓄
銀
行
借
入
金
各
銀
行
別
」

（其

一
）
か
ら

「第
三
三
六
」
（其
二
）
、
「第
三
三
七

普
通
銀
行
及
貯
蓄
銀
行

総
貸
出
金
各
銀
行
別
」

（其

一
）
か
ら

「第
三
三
八
」
（其
二
）
、
「第
三
二
九

普
通
銀
行
及
貯
蓄
銀
行
総
貸
付
金
各
銀
行
別
」
（其

一
）
か
ら

「第
三
四
〇
」

（其
二
）
、
「第
二
四

一　
普
通
銀
行
及
貯
蓄
銀
行
当
座
預
金
貸
越
高
各
銀
行
別
」

（其

一
）
か
ら

「第
二
四
二
」
（其
二
）
、
「第
三
四
三

普
通
銀
行
及
貯
蓄
銀
行

割
引
手
形
各
銀
行
別
」

（其

一
）
か
ら

「第
三
四
四
」
（其
二
）
、
「第
三
四
五

普
通
銀
行
及
貯
蓄
銀
行
荷
為
換
手
形
各
銀
行
別
」
（其

一
）
か
ら

「第
三
四
六
」

（其
二
）
、
「第
三
四
七

普
通
銀
行
及
貯
蓄
銀
行
預
ケ
金
各
銀
行
別
」
（其

一
）

か
ら

「第
三
四
人
」
（其
二
）
、
「第
三
四
九

普
通
銀
行
及
貯
蓄
銀
行
送
金
手
形

総
額
各
銀
行
別
」
（其

一
）
か
ら

「第
三
五
〇
」
（其
二
）
、
「第
三
五

一　
普
通

銀
行
及
貯
蓄
銀
行
官
公
送
金
手
形
各
銀
行
別
」
、
「第
二
五
二
　
普
通
銀
行
及
貯

蓄
銀
行
普
通
送
金
手
形
各
銀
行
別
」
（其

一
）
か
ら

「第
三
五
三
」
（其
二
）
、

「第
三
五
四

普
通
銀
行
及
貯
蓄
銀
行
代
金
取
立
手
形
各
銀
行
別
」
（其

一
）
か

ら

「第
三
五
五
」
（其
二
）
、
「第
三
五
六

会
社
名
称
別
」
（其

一
）
か
ら

「第

三
六
〇
」
（其
五
）
で
は
名
称

。
所
在
地

・
設
立
年
月

・
主
要
ノ
営
業

・
資
本

金
総
額

・
払
込
資
本
金

・
積
立
金

・
支
店
数

（出
張
所
）
の
各
項
目
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。
以
上
が
明
治
四
四
年
度
版
栃
木
県
統
計
書
か
ら
得
ら
れ
る
町
村
に

関
係
す
る
情
報
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
大
正
元
年
版
に
な
る
と
県
統
計
書
か
ら
町
村
に
関
係
す
る
デ
ー
タ

は
人
口
の
み
に
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
も
戸
回
の
部
で
な
く
、
土
地
の
部
の

「第
六

町
村
区
画
」
に
役
場
所
在
地

・
大
字
数

・
役
場
所
在
地
ョ
リ
県
庁

（郡

役
所
）
二
達
ス
ル
里
程
と
と
も
に
現
住
戸
数

。
現
住
人
口
と
し
て
記
載
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
以
外
個
別
町
村
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
県
統
計
書
か
ら
消
え
、
郡
市

別
の
デ
ー
タ
の
み
と
な

っ
た
。
只
、
戸
回
の
部
に

「第
三
四

著
名
市
街
地
ノ

人
口
及
戸
数
」
が
掲
載
さ
れ
、
鹿
沼
町
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
、
本
籍
人
口

（男

女
別
）

。
現
住
人
口

（男
女
別
と
本
籍
人
口
に
対
す
る
増
加
数
）

。
現
住
戸

数

・
一
戸
二
付
人
口

。
現
住
人
口
戸
数
の
前
年
に
対
す
る
増
減
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。

大
正
七
年
度
版
に
な
る
と
戸
回
の
部
に

「第
二
五

体
性
二
依
り
分
チ
タ
ル

本
籍
人
口
及
現
住
人
口
並
現
住
戸
数

（町
村
別
）」
が
登
場
す
る
。
本
籍
人
口

（男
女
別
）

・
現
住
人
口

（男
女
別
）

。
現
住
戸
数

。
本
籍
人
口
百

二
付
現
住

人
口

。
現
住
戸
数

一
二
付
現
住
人
口
の
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

「第
三
八

著
名
市
街
地
ノ
人
口
戸
数
」
で
は
大
正
四
年
度
か
ら
八
年
度
ま
で
の

数
値
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
農
業
の
部
に
は

「第
二
七

米
作
郡
市
町
村
別
」

が
登
場
し
、
作
付
反
別

・
収
穫
高

。
価
額

。
一
段
歩
収
穫
高
の
各
項
目
の
町
村

別
の
数
値
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
工
業
の
部
に
は
付
録
と
し
て
、
名
称

・
所
在

町
村

・
設
立
年
月

。
会
社
目
的

・
資
本
金
又
ハ
出
資
額

（総
額
と
払
込
額
）

・

積
立
金

・
利
益
金

（損
失
金
）

・
株
式
会
社
配
当

（金
額
と
配
当
率
）
の
項
目

か
ら
な
る
会
社

一
覧
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

大
正

一
二
年
度
版
に
な
る
と
戸
日
の
部
に

「第
四
三

職
業

二
依
り
分
チ
タ

ル
現
住
戸
数

（郡
市
町
村
別
）」
が
新
た
に
登
場
す
る
。
農
業

・
水
産
業

・
鉱

業

・
工
業

・
商
業

・
交
通
業

・
公
務
及
自
由
業

・
其
ノ
他
有
業
者

・
無
業
の
各

項
目
に
分
け
ら
れ
、
農
業
は
農
作
業

・
園
芸
及
造
園
業

・
養
蚕
蚕
種
製
造

・
林

業
に
わ
か
れ
、
農
作
業
さ
ら
に
自
作

。
自
作
兼
小
作

・
小
作
に
分
け
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
無
業
を
除
い
た
各
項
目
が
本
業
と
副
業
に
分
け
ら
れ
て
戸
数
が
記

載
さ
れ
て
い
る
。

大
正

一
三
年
度
版
に
な
る
と
新
た
に

「第
二
人

第

一
回
国
勢
調
査
二
依
ル

世
帯
数
及
人
口
」
が
登
場
し
、
世
帯
数

・
公
定
人
口

。
人
口

（男
女
別
）

・
女

百
二
付
男

。
一
世
帯
平
均
人
口
の
項
目
が
記
載
さ
れ
、
世
帯
数

・
公
定
人
口
と

い
う
新
た
な
概
念
が
登
場
し
た
。
以
上
大
正
期
の
栃
木
県
県
統
計
書
に
つ
い
て

町
村
関
係
情
報
が
ど
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
を
概
観
し
て
き
た
が
、
県

統
計
書
で
得
ら
れ
る
継
年
的
デ
ー
タ
は
人
口
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。栃

木
県
は

一
人
九
四
年

（明
治
二
七
年
）
乙
第
二
十
二
号
訓
令
に
お
い
て
郡
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統
計
様
式
を
定
め
た
。
翌
九
五
年
三
月
上
都
賀
郡
役
所
第

一
課
に
よ
っ
て

『明

治
二
六
年
　
上
都
賀
郡
統
計
書
』
が
発
刊
さ
れ
た
。
現
在
閲
覧
可
能
な

『上
都

賀
郡
統
計
書
』
は
上
記
の
ほ
か
、
明
治
二
八
年
度
、
明
治
三

一
年
度
か
ら
三
四

年
度
、
明
治
三
六
年
度
版
で
あ
る
。
い
つ
ご
ろ
廃
刊
に
な
っ
た
か
は
不
詳
で
あ

る
。
郡
統
計
は
土
木

・
戸
口

・
教
育

・
社
寺

・
兵
事

。
農
業

・
山
林
及
狩
猟

・

漁
業

・
鉱
業

・
工
業

・
商
業

・
会
社

・
運
輸
交
通

・
土
木

・
財
政

・
警
察

・
衛

生

・
救
助

・
議
員
選
挙

・
吏
員
及
文
書
の
各
部
か
ら
な
っ
て
お
り
、　
一
四
二
の

項
目
に
つ
い
て
町
村
別
の
デ
ー
タ
を
記
載
し
て
い
る
。
町
村
デ
ー
タ
の

「宝
庫
」

な
の
だ
が
、
多
く
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
人
口
統
計
で
も
最
初
の
三
年
間
は

出
寄
留
入
寄
留
の
数
値
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
途
中
か
ら
空
欄
が
大
部

分
に
な
り
、
統
計
表
と
し
て
は
役
に
立
た
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
当
時
の

調
査
情
報
収
集
体
制
が
極
め
て
不
十
分
な
た
め
、
産
業
に
関
す
る
数
値
は
極
め

て
怪
し
い
数
値
が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
使
用
に
当
た
っ
て
は
十
分
な
検
討
が

必
要
で
あ
る
。

県
統
計
書

・
郡
統
計
書
の
他
に
大
正
年
間
に
重
要
な
町
村
デ
ー
タ
が
え
ら
れ

る
も
の
に
市
町
村
勢
要
覧
が
あ
る
。
栃
木
県
は

一
九

一
九
年

（大
正
八
）
四
月

一
一
日
訓
令
甲
第

一
五
号
を
も

っ
て
市
町
村
勢

一
覧
調
製
規
定
を
定
め
た
。
市

町
村
長
は
毎
年
市
町
村
勢

一
覧
を
作
成
し
、
市
は
県
に
、
町
村
は
郡
役
所
に
提

出
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
。
内
容
は
、
役
場
位
置

・
面
積
及
広
表

・
土
地
及

戸
口

。
生
産
物

。
商
業

・
産
業
組
合
数

・
交
通

。
学
事

。
衛
生

。
社
寺

。
兵

事

・
慈
恵

・
資
産
及
負
債

・
財
政

・
負
担

・
吏
員
及
職
員

・
議
員
及
有
識
者
か

ら
な

っ
て
い
る
■
３
）

以
上
統
計
に
関
す
る
中
央
の
法
制
と
の
県

・
郡
の
統
計
書
の
実
際
を
検
討
し

て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
史
料
と
旧
町
村
役
場
に
残
さ
れ
た
郡

・
県
へ
提
出
し
た

統
計
史
料
を
関
連
づ
け
て
、
初
め
て
町
村
の
社
会
経
済
の
実
態
を
明
ら
か
に
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
稿
は
鹿
沼
市
史
編
纂
近
現
代
部
会
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
行
財
政

史
研
究
会
で
の
報
告
の

一
部
で
あ
る
。
（４
）

本
法
令
索
引

〔旧
法
令
編
〕
』
に
よ
っ
た
。

（２
）

総
務
省
統
計
局
統
計
セ
ン
タ
ー

「
国
勢
調
査
に
関
す
る
詳
細
な
解

説
」

（３
）
　

『栃
木
県
報
』
第
六
六

一
号
　
大
正
八
年
四
月
十

一
日

（４
）

本
報
告
で
閲
覧
し
た

『栃
木
県
統
計
書
』

。

『上
都
賀
郡
統
計
書
』

は
鹿
沼
市
史
編
さ
ん
室
が
収
集
し
た
史
料
で
あ
る
。
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『京
浜
歴
科
研
年
報
』
バ
ッ
ク
ナ
ン
パ
ー

〈
論
　
文
〉

明
治
十
二
年
の
コ
レ
ラ
流
行
と
神
奈
川
県

―

「地
方
衛
生
会
」
設
置
問
題
を
中
心
に
―

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

『川
崎
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